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証券コード：6767
平成28年12月６日

株 主 各 位
東京都多摩市鶴牧二丁目11番地２

ミ ツ ミ 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長 森 部 　 茂

臨時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年12月26日（月曜日）午後５時20分まで
に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年12月27日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都多摩市落合一丁目43番地

京王プラザホテル多摩　３階「白鳳の間」
（京王線、小田急線、多摩モノレール「多摩センター駅」下車徒歩3分）
（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）

なお、本臨時株主総会においては、ご出席いただいた株主様へのお土産などの配布は予定しており
ませんので、ご承知おきいただきますようお願い申しあげます。
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３．目 的 事 項
決 議 事 項

議  案 当社とミネベア株式会社との株式交換契約承認の件
以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.mitsumi.co.jp）に掲載させていただきます。
　また、本招集ご通知に添付すべき書類のうち、交換対価の相当性に関する事項の一部（「大和証券
によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等」）、交換対価について参考となるべき事項の一
部（「ミネベア株式会社の定款」及び「ミネベア株式会社の最終事業年度に係る計算書類等」）とし
て表示すべき事項につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブ
サイト（http://www.mitsumi.co.jp）に掲載しておりますので、本株主総会参考書類には掲載して
おりません。
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株主総会参考書類

議　　案　　当社とミネベア株式会社との株式交換契約承認の件
　当社及びミネベア株式会社（以下「ミネベア」といいます。）は、経営統合（以下「本経営統合」
といいます。）を行うため、平成28年３月30日開催の両社の取締役会において、ミネベアが当社
を完全子会社とするための株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同
日両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。
　本議案は、本株式交換契約について承認をお願いするものであります。
　本議案をご承認いただきますと、本株式交換の効力発生日（平成29年１月27日予定）をもって、
ミネベアは当社の完全親会社となります。また、当社はミネベアの完全子会社となるため、当社株
式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部において平成29
年１月24日付で上場廃止となる予定です。
Ⅰ．本株式交換を行う理由
　当社及びミネベアは、本経営統合により、以下に掲げる統合シナジーの実現を通じて真のソリュ
ーションカンパニーを目指し、エレクトロ メカニクス ソリューションズ企業として、両社の企業
価値のさらなる向上を実現してまいります。
①　成長及び事業ポートフォリオの進化

　当社保有の車載関連製品のミネベア販路への拡販など、クロスセルの拡大による顧客基盤の強
化を通じた成長を目指します。また、当社におけるスイッチ、センサやコネクタ等の入力機器及
び変換・制御機器からなる製品ポートフォリオと、ミネベアのモータやアクチュエータ等の出力
機器からなる製品ポートフォリオを組み合わせるとともに、ハイエンドなニッチマーケットにリ
ソースを集中し、IoT時代の要請に沿った戦略的な事業ポートフォリオの進化を目指してまいり
ます。

②　生産体制・拠点の最適化によるコスト競争力・キャッシュフロー創出力の向上
　当社及びミネベアの工場の相互活用や生産拠点の最適化を進めるとともに、製造品目の再配置
等により大幅な生産性の改善による固定費の削減を実現し、両社が素材・部品の大量購買・共同
購買を進めることにより、変動費のコストダウンを図ることで、コスト競争力やキャッシュフロ
ー創出力の向上を目指してまいります。

③　開発力の向上及びソリューションの提供
　例えば、当社の無線技術の応用によるミネベアのスマートシティ事業の拡大、LED照明器具
SALIOT（Smart Adjustable Light for the Internet Of Things、サリオ）への当社電源技術
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の活用、当社カメラモジュール及び画像処理技術を使ったSALIOTの監視カメラ化、両社のモー
タ技術の共有とシナジーの発揮、ミネベアの微細光学素子技術・凹面鏡などのガラス技術（J３
DD）と当社のMEMS技術・半導体技術を応用したHUD（Head Up Display）システム用PGU
（Picture Generation Unit）の開発、ミネベアの金型・精密加工技術を当社製品に活かすこと
によるロボット向け等の高付加価値分野への展開など、両社の技術力を持ち寄ることにより、独
創的な製品を創出できるよう開発力を向上させ、ソリューションが提供できるような体制を目指
してまいります。
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Ⅱ．株式交換契約の内容の概要
　本臨時株主総会において本株式交換契約の承認が得られた場合は、当社を株式交換完全子会社、
ミネベアを株式交換完全親会社とする株式交換を、平成29年１月27日（株式交換効力発生日）に
実施いたします。
　具体的には、上記の株式交換効力発生日にミネベアが当社の発行済株式の全てを取得するのと引
き換えに、当社の株式を保有する株主に対してミネベア（上記の株式交換効力発生日をもって「ミ
ネベア ミツミ株式会社」に商号を変更する予定でおります。）の株式を割当てます。その際の割当
比率（株式交換比率）は、当社株式１株に対してミネベアの株式0.59株となります。
　本株式交換の詳細については、【別添１】「株式交換契約書」及び【別添２】「株式交換契約に
関する覚書」をご参照ください。

Ⅲ．会社法施行規則第184条第１項に掲げる事項（第５号及び第６号を除く。）の内容の概要
(Ｉ)　交換対価の相当性に関する事項

１．交換対価の総数又は総額の相当性に関する事項
⑴　本株式交換に係る割当ての内容

ミネベア 当社

本株式交換に係る株式交換比率 1 0.59

本株式交換により交付する株式数 ミネベアの普通株式：47,913,630株（予定）

（※１）株式の割当比率
　当社の普通株式１株に対して、ミネベアの普通株式0.59株を割当交付します。

（※２）本株式交換により交付する株式数
ミネベアの普通株式　47,913,630株（予定）
　上記の普通株式数は、平成27年12月31日時点における当社の普通株式の発行済株式総数
（87,498,119株）及び自己株式数（6,288,575株）に基づいて算出しております。
　ミネベアは、本株式交換に際して、ミネベアが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以
下「基準時」といいます。）の当社の株主の皆様に対して、上記表に記載の本株式交換に係る株式交換
比率（以下「本株式交換比率」といいます。）に基づいて算出した数のミネベアの普通株式を割当交付
する予定です。また、交付する株式についてはミネベアが保有する自己株式の充当や新株式の発行等に
より対応する予定です。
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　なお、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時におい
て保有している自己株式（本株式交換に際して行使される会社法第785条第１項に定める反対株主の株
式買取請求に応じて取得する自己株式を含みます。）の全部を、基準時をもって消却する予定であり、
当社が基準時までに保有することとなる自己株式数等により、ミネベアの交付する普通株式数は今後修
正される可能性があります。

（※３）単元未満株式の取扱い
　本株式交換に伴い、ミネベアの単元未満株式を保有する株主が新たに生じることが見込まれますが、金
融商品取引所市場において当該単元未満株式を売却することはできません。ミネベアの単元未満株式を保
有することとなる株主の皆様におかれましては、本株式交換の効力発生日以降、以下の制度をご利用いた
だくことができます。

①　単元未満株式の買取制度（単元未満株式の売却）
　会社法第192条第１項の規定に基づき、ミネベアに対し、保有されている単元未満株式の買取りを
請求することができます。

②　単元未満株式の買増制度（１単元への買増し）
　会社法第194条第１項及び定款の規定に基づき、ミネベアが買増しの請求に係る数の自己株式を有
していない場合を除き、保有する単元未満株式の数と併せて１単元株式数（100株）となる数の株式
をミネベアから買い増すことができます。

（※４）１株に満たない端数の処理
　本株式交換に伴い、ミネベアの普通株式１株に満たない端数の割当てを受けることとなる当社の現株主
の皆様に対しては、会社法第234条その他関連法令の定めに基づき、ミネベアが１株に満たない端数部分
に応じた金額をお支払いいたします。

⑵　本株式交換に係る割当ての内容の根拠等
①　割当ての内容の根拠及び理由

　ミネベア及び当社は、下記「３．株式交換完全子会社の株主の利益を害さないよう留意
した事項」の「⑴公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本株式交換比率の公正
性その他本株式交換の公正性を担保するため、ミネベアは、第三者算定機関として野村證
券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、また、法務アドバイザーとして森・濱
田松本法律事務所を、一方、当社は、第三者算定機関として大和証券株式会社（以下「大
和証券」といいます。）を、また、法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法
律事務所をそれぞれ選定し、本格的な検討を開始いたしました。

－ 6 －

株主総会参考書類



2016/11/18 15:19:19 / 16261845_ミツミ電機株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

　ミネベアは、下記「３．株式交換完全子会社の株主の利益を害さないよう留意した事項」
の「⑴公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三者算定機関である野村證券か
ら平成28年３月30日付で受領した株式交換比率算定書、ミネベア及び当社と重要な利害
関係を有しない法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所からの助言等を踏まえ、
慎重に協議・検討した結果、上記「⑴本株式交換に係る割当ての内容」に記載の本株式交
換比率は妥当であり、株主の皆様の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、本
株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
　当社は、下記「３．株式交換完全子会社の株主の利益を害さないよう留意した事項」の
「⑴公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三者算定機関である大和証券から
平成28年３月30日付で受領した株式交換比率算定書、ミネベア及び当社と重要な利害関
係を有しない法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの助言等
を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、上記「⑴本株式交換に係る割当ての内容」に記載
の本株式交換比率は妥当であり、株主の皆様の利益を損ねるものではないとの判断に至っ
たため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
　このように、これらの第三者算定機関による算定・分析結果及び法務アドバイザーの助
言を参考に、両社それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を
踏まえて、両社の市場株価、財務の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社
間で株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に本株式交換比率が妥
当であるという判断に至り、平成28年３月30日に開催された両社の取締役会において本
株式交換比率を含む本株式交換契約の締結を決議いたしました。

②　算定に関する事項
　野村證券及び大和証券のいずれも、ミネベア及び当社の関連当事者には該当せず、本株
式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

③　算定の概要
　野村證券は、ミネベアについては、同社が東京証券取引所に上場しており、市場株価が
存在することから市場株価平均法を、またミネベアには比較可能な上場類似会社が複数存
在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、それ
に加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッシュ・
フロー法（以下「DCF法」といいます。）を、それぞれ採用して算定を行いました。
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　当社については、当社が東京証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから
市場株価平均法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためDCF法を、それぞ
れ採用して算定を行いました。
　なお、市場株価平均法については、本経営統合に向けた基本合意の締結を公表した日の
前営業日である平成27年12月18日を算定基準日（以下「基準日①」といいます。）とし
て、東京証券取引所における基準日①の株価終値、基準日①から５営業日前、１ヶ月前、
３ヶ月前及び６ヶ月前までのそれぞれの期間の株価終値平均、並びに平成28年3月29日を
算定基準日（以下「基準日②」といいます。）として、東京証券取引所における基準日②
の株価終値、基準日②から５営業日前、１ヶ月前、３ヶ月前及び６ヶ月前までのそれぞれ
の期間の株価終値平均を採用いたしました。
　ミネベア株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の各算定方法の算定結果は、以下
のとおりとなります。

採用手法
株式交換比率の算定レンジ

ミネベア 当社

市場株価平均法
（基準日①）

市場株価平均法
（基準日①） 0.46～0.57

市場株価平均法
（基準日②）

市場株価平均法
（基準日②） 0.56～0.65

類似会社比較法 市場株価平均法
（基準日②） 0.42～0.63

DCF法 DCF法 0.53～0.70
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　野村證券は、株式交換比率に際して、ミネベア及び当社から提供を受けた情報、一般に
公開された情報等を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであること
を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、
ミネベア、当社及びその関係会社の資産または負債（偶発債務を含みます。）について、
個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または算定を行っておらず、
第三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。野村證券の株式交換比率算定
は、平成28年３月29日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、また、ミネ
ベア及び当社の財務予測（利益計画その他の情報を含みます。）については、ミネベア及
び当社の経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成された
ことを前提としております。
　なお、野村證券がDCF法による算定の前提としたミネベアの計画利益においては、対前
年度比較において大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。一方、野村證券
がDCF法による算定の前提とした当社の利益計画においては、当社が業績予想を公表して
いる平成28年３月期においては営業損失の見込みとしておりましたが、情報通信端末向け
の手ぶれ補正用アクチュエータ及び二次電池保護用半導体、自動車向けのアンテナ及び衛
星デジタルラジオチューナ、その他新製品の投入等による売上規模の拡大、製造部門にお
ける自働化の推進等による生産性の改善、材料費・経費削減によるコスト競争力の強化に
より、平成29年３月期に営業利益の黒字化を、平成30年３月期及び平成31年３月期にお
いて営業利益の大幅な増益を見込んでおります。
　ミネベアは、下記「３．株式交換完全子会社の株主の利益を害さないよう留意した事項」
の「⑴公正性を担保するための措置」に記載のとおり、野村證券から平成28年３月30日
付にて、上記の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された本株式交換比率がミ
ネベアにとって財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得
しています。
　大和証券は、ミネベア及び当社の両社が東京証券取引所市場第一部に上場しており、市
場株価が存在することから市場株価法による算定を行うとともに、両社とも比較可能な上
場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の推計が可能であることから類似
会社比較法による算定を行い、加えて両社の将来の事業活動の状況を評価に反映するため、
DCF法による算定を行いました。
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　市場株価法では、本経営統合に向けた基本合意の締結を公表した日の前営業日である平
成27年12月18日（基準日①）及び株式交換比率算定書作成日の前営業日である平成28年
３月29日（基準日②）を算定基準日として、各基準日の株価終値及び基準日までの１ヶ月
間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各株価終値平均を採用いたしました。
　各手法における算定結果は以下のとおりです。なお、下記の株式交換比率の算定レンジ
は、当社の普通株式１株に対して割り当てるミネベアの普通株式数の算定レンジを記載し
たものです。

採用手法 株式交換比率の算定レンジ

市場株価法（基準日①） 0.46～0.57

市場株価法（基準日②） 0.56～0.64

類似会社比較法 0.48～0.76

DCF法 0.47～0.74

　大和証券は、株式交換比率の算定に際して、ミネベア及び当社のそれぞれから提供を受
けた資料及び情報の内容が正確かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び
情報の正確性及び完全性に関し独自の検証を行っておりません。また、大和証券は、ミネ
ベア、当社及びその関係会社の資産または負債（偶発債務を含みます。）について、独自
に評価、鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への評価、鑑定または査定の依頼も
行っておりません。大和証券は、ミネベア及び当社から提供されたそれぞれの事業計画、
財務予測、その他将来に関する情報が、両社それぞれの経営陣による現時点で可能な最善
の予測及び判断に基づき、合理的に作成されたことを前提としており、大和証券は、当社
の同意を得て、両社の事業計画の正確性、妥当性及び実現可能性について独自の検証を行
うことなくこれらの情報に依拠しております。大和証券の株式交換比率の算定は、平成28
年３月29日現在における金融、経済、市場その他の状況を前提としております。

－ 10 －

株主総会参考書類



2016/11/18 15:19:19 / 16261845_ミツミ電機株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

　なお、大和証券がDCF法による算定の前提としたミネベアの財務予測においては、対前
年度比較において大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。一方、大和証券
がDCF法による算定の前提とした当社の財務予測においては、当社が業績予想を公表して
いる平成28年３月期においては営業損失の見込みとしておりましたが、情報通信端末向け
の手ぶれ補正用アクチュエータ及び二次電池保護用半導体、自動車向けのアンテナ及び衛
星デジタルラジオチューナ、その他新製品の投入等による売上規模の拡大、製造部門にお
ける自働化の推進等による生産性の改善、材料費・経費削減によるコスト競争力の強化に
より、平成29年３月期に営業利益の黒字化を、平成30年３月期及び平成31年３月期にお
いて営業利益の大幅な増益を見込んでおります。
　当社は、下記「３．株式交換完全子会社の株主の利益を害さないよう留意した事項」の
「⑴公正性を担保するための措置」に記載のとおり、大和証券から平成28年３月30日付
にて、上記の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された本株式交換比率が当社
の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を
取得しています。

２．交換対価として当該種類の財産を選択した理由
　①ミネベアの株式は、東京証券取引所に上場し、同取引所において取引されており、本株式
交換後において市場における取引機会が確保されていること、また、②本株式交換は、両社の
企業価値向上を図るものであるため、ミネベアの株式を保有することにより、本株式交換によ
るシナジーを享受することが期待できると考えられることから、交換対価として選択いたしま
した。

３．株式交換完全子会社の株主の利益を害さないよう留意した事項
⑴　公正性を担保するための措置

　ミネベア及び当社は、本株式交換比率の公正性その他本株式交換の公正性を担保するため
に以下の措置を実施しております。
①　独立した第三者算定機関からの算定書の取得

　ミネベアは、ミネベア及び当社から独立した第三者算定機関である野村證券より、平成
28年３月30日付で、株式交換比率に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要は、
上記「１．交換対価の総数又は総額の相当性に関する事項」の「⑵本株式交換に係る割当
ての内容の根拠等」をご参照ください。
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　なお、ミネベアは、野村證券より、平成28年３月30日付にて、上記「１．交換対価の
総数又は総額の相当性に関する事項」の「⑵本株式交換に係る割当ての内容の根拠等」記
載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、本株式交換比率が、ミネベアにとって財務
的見地から妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しております。
　他方、当社は、当社の株主の皆様のために、ミネベア及び当社から独立した第三者算定
機関である大和証券より、平成28年３月30日付で、株式交換比率に関する算定書を取得
いたしました。算定書の概要は、上記「１．交換対価の総数又は総額の相当性に関する事
項」の「⑵本株式交換に係る割当ての内容の根拠等」をご参照ください。
　なお、当社は、大和証券より、平成28年３月30日付にて、上記「１．交換対価の総数
又は総額の相当性に関する事項」の「⑵本株式交換に係る割当ての内容の根拠等」記載の
前提条件その他一定の前提条件のもとに、本株式交換比率が、当社の普通株主にとって財
務的見地から公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しています。大和
証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等については、法令及び当社定款の
定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mitsumi.co.jp）に掲
載しております。

②　独立した法律事務所からの助言
　ミネベアは、本株式交換の法務アドバイザーとして、森・濱田松本法律事務所より、本
株式交換の諸手続き及び取締役会の意思決定の方法・過程等について法的な観点から助言
を得ております。
　他方、当社は、本株式交換の法務アドバイザーとして、アンダーソン・毛利・友常法律
事務所より、本株式交換の諸手続き及び取締役会の意思決定の方法・過程等について法的
な観点から助言を得ております。
　なお、森・濱田松本法律事務所及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所は、いずれも
ミネベア及び当社から独立しており、両社との間で重要な利害関係を有しません。

⑵　利益相反を回避するための措置
　本株式交換に際しては、ミネベアと当社との間には特段の利益相反関係は生じないことか
ら、特別な措置は講じておりません。
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４．株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する定めの相当性に関する事項
　本株式交換により増加するミネベアの資本金及び準備金の額は次のとおりです。

①　増加する資本金：　　　　０円
②　増加する資本準備金：　　法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額
③　増加する利益準備金：　　０円

　上記処理は、会社計算規則及びその他公正な会計基準等に基づくものであり、また、ミネベ
アの資本政策にも合致する相当なものと考えております。

(Ⅱ)　交換対価について参考となるべき事項
１．株式交換完全親会社の定款の定め

　ミネベアの定款は、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.mitsumi.co.jp）に掲載しております。

２．交換対価の換価方法に関する事項
交換対価を取引する市場

東京証券取引所 市場第一部、名古屋証券取引所 市場第一部
交換対価の取引の媒介、取次または代理を行う者

全国各証券会社
交換対価の譲渡その他の処分に対する制限の内容

　ミネベアの単元未満株式（100株未満の株式）を所有することとなる株主の皆様につき
ましては、ミネベアの単元未満株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。
なお、単元未満株式は金融商品取引所市場において売却することができません。
①　単元未満株式の買取制度（単元未満株式の売却）

　会社法第192条第１項の規定に基づき、ミネベアに対し、保有されている単元未満株
式の買取りを請求することができます。

②　単元未満株式の買増制度（１単元への買増し）
　会社法第194条第１項及び定款の規定に基づき、ミネベアが買増しの請求に係る数の
自己株式を有していない場合を除き、保有する単元未満株式の数と併せて１単元株式数
（100株）となる数の株式をミネベアから買い増すことができます。
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３．交換対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
　ミネベアの普通株式の東京証券取引所市場第一部における株価推移は、次のとおりです。

月別
平成28年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

最高株価 992 951 905 926 1,056 1,073 1,089

最低株価 755 807 632 614 772 904 940

　なお、東京証券取引所市場第一部におけるミネベアの普通株式の最新の市場価格については、
株式会社日本取引所グループのウェブサイト（http://www.jpx.co.jp/）にてご覧いただけま
す。

４．ミネベアの過去５年間にその末日が到来した各事業年度に係る貸借対照表の内容
　ミネベアは、いずれの事業年度においても金融商品取引法第24条第１項の規定により有価証
券報告書を提出しておりますので、記載を省略いたします。

(Ⅲ)　株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
　当社が発行している2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予
約権については、【別添１】「株式交換契約書」及び【別添２】「株式交換契約に関する覚書」
に記載のとおり、当該新株予約権の内容及び本株式交換比率を踏まえ、新株予約権者に対し、
その保有する新株予約権に代わるミネベアの新株予約権を割当交付するとともに、当該新株予
約権付社債に係る社債債務のうち、基準時において未償還のもの全てをミネベアが承継いたし
ます。
　これは、ミネベア及び当社が、本株式交換後も2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約
権付社債の権利者に従前と可及的に同等の権利を維持していただくために、当該新株予約権の
内容及び本株式交換比率を踏まえて、当該新株予約権付社債と同等の内容にてミネベアの新株
予約権付社債を定めた上で、2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債１個に対し
て、ミネベアの新株予約権付社債１個を割当交付することとしたものです。上記事項は、ミネ
ベア及び当社の財務状況等の要因を勘案し、両当事会社にて協議・交渉した上で決定したもの
であり、その内容は相当と判断しております。
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(Ⅳ)　計算書類等に関する事項
 １．株式交換完全親会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容

　ミネベアの最終事業年度に係る計算書類等の内容は、法令及び当社定款の定めにより、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（http://www.mitsumi.co.jp）に掲載しております。

 ２．最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担、その他の会社財産の状
況に重要な影響を与える事象の内容
(1)　株式交換完全親会社：ミネベアに関する事象の内容

（シンガポールの競争当局による調査について）
　ミネベア及び同社子会社はシンガポールの競争当局の調査を受けて協力してまいりましたが、
平成28年５月４日付にて調査を終了する旨の通知をシンガポール競争当局より受けました。
これによる損益に与える影響はありません。
　詳細につきましては、ミネベアの平成28年５月10日付プレスリリース「シンガポール当局
による競争法違反に係る調査終了について」をご参照ください。
（訴訟について）
　ミネベアのタイ所在の海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、平成20年８月25日か
ら平成25年８月26日にかけてタイ国税当局より６回の更正決定を受けましたが、ミネベアは、
これらの更正決定について、タイ租税裁判所へ提訴し、またはタイ歳入局不服審判所に不服の
申し立てを行っておりました。
　このうちの一案件（502百万バーツの平成20年８月25日付更正決定）について、タイ租税
裁判所における第一審判決はミネベアの主張をほぼ認め、ミネベアは実質勝訴いたしましたが、
タイ国税当局がタイ最高裁判所に上訴したところ、平成28年５月16日付にて、タイ最高裁判
所はNMB-Minebea Thai Ltd.の主張を棄却する判決を下しました。この判決結果ならびにミ
ネベアによるその他の案件の訴えおよび不服申立ての取り下げに伴い、総額1,302百万円を当
第２四半期連結累計期間において過年度法人税等として計上しております。なお、当該金額は、
この訴訟に伴う修正申告による還付額を控除後の金額です。
　詳細につきましては、ミネベアの平成28年６月８日付プレスリリース「ミネベアタイ子会
社、現地国税当局との裁判の判決について」及び平成28年11月11日提出の四半期報告書をご
参照ください。
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（転換社債型新株予約権付社債の買入れについて）
　ミネベアは、平成28年６月14日開催の取締役会におきまして、株式会社日本政策投資銀行
からミネベア株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「本新
株予約権付社債」といいます。）7,700百万円（買入額面総額）の全てにつき、平成28年６月
17日に13,896百万円（買入価格）にて買入れすることを決議し、実行いたしました。
　本新株予約権付社債の消却を行った場合、ミネベアには特別損失6,196百万円（買入価格と
買入額面総額の差額）が発生いたします。なお、消却時期につきましては未定であります。
　詳細につきましては、ミネベアの平成28年６月14日付プレスリリース「転換社債型新株予
約権付社債の買入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(2)　株式交換完全子会社：当社に関する事象の内容
　当社は、為替相場の変動（円高）の影響により、平成29年３月期第１四半期連結会計期間
（平成28年４月１日～平成28年６月30日）における営業外費用（為替差損）として2,464百
万円を計上しております。
　当社は、為替相場の変動（円高）の影響により、平成29年３月期第２四半期連結会計期間
（平成28年７月１日～平成28年９月30日）における営業外費用（為替差損）として572百万
円（第２四半期連結累計期間では3,037百万円）を計上しております。なお、上記の金額は、
平成29年３月期第２四半期末時点の為替相場による為替差損であり、今後の為替相場の状況に
よりこの額は変動いたします。

以　上
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【別添１】

株式交換契約書

平成28年３月30日

－ 17 －

（別紙１）
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株式交換契約書

　ミネベア株式会社（以下、「甲」という。）及びミツミ電機株式会社（以下、「乙」という。）は、
平成28年３月30日（以下、「本契約締結日」という。）、以下のとおり株式交換契約（以下、「本
契約」という。）を締結する。

第１条（本株式交換）
　甲及び乙は、本契約の規定に従い、甲を乙の株式交換完全親会社とし、乙を甲の株式交換完全子会
社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行い、甲は、本株式交換により、乙の発行済
株式（甲が有する乙の株式を除く。以下同じ。）の全部を取得する。

第２条（株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所）
　甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

⑴　甲（株式交換完全親会社）
商号：ミネベア株式会社
住所：長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73

⑵　乙（株式交換完全子会社）
商号：ミツミ電機株式会社
住所：東京都多摩市鶴牧二丁目11番地２

第３条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当て）
１．甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直

前時（以下、「基準時」という。）における乙の株主（第10条に基づく乙の自己株式の消却後
の株主をいうものとし、甲を除く。以下本条において同じ。）に対して、乙の普通株式に代わ
り、その有する乙の普通株式の数の合計に0.59を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。

２．甲は、本株式交換に際して、乙の株主に対して、その有する乙の普通株式１株につき、甲の普
通株式0.59株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。

３．前二項の規定に従い甲が乙の株主に対して割り当てるべき甲の普通株式の数に１株に満たない
端数がある場合には、甲は会社法第234条その他の関連法令の規定に従い処理する。

－ 18 －

（別紙１）
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第４条（甲の資本金及び準備金の額）
　本株式交換により増加すべき甲の資本金及び準備金の額は以下のとおりとする。

⑴　資本金の額　　　　０円
⑵　資本準備金の額　　会社計算規則第39条に従い甲が別途定める額
⑶　利益準備金の額　　０円

第５条（本効力発生日）
　本株式交換がその効力を生ずる日（以下、「本効力発生日」という。）は、平成29年３月17日と
する。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は協
議し合意の上、これを変更することができる。

第６条（株主総会の承認）
１．甲は、会社法第796条第２項本文の規定により、本契約につき株主総会の承認を受けない。但

し、同条第３項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要となった場合、甲は、本効
力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の承認を求める。

２．乙は、平成28年12月27日に開催予定の臨時株主総会（以下、「乙臨時株主総会」という。）
において、本契約の承認を求める。

３．本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は協議し合
意の上、乙臨時株主総会の開催日を変更することができる。

第７条（事業の運営等）
１．甲及び乙は、本契約締結日から本効力発生日までの間、通常の業務の範囲内で、企業価値を向

上すべく、それぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営
を行い、かつ、それぞれの子会社をして、企業価値を向上すべく、善良な管理者の注意をもっ
て自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行わせるものとする。

２．甲及び乙は、本契約締結日から本効力発生日までの間、本契約において別途定める場合を除き、
自ら又はその子会社をして、本株式交換の実行又は本株式交換比率に重大な影響を及ぼす可能
性のある行為を行い又は行わせる場合は、事前に、相手方当事者と協議を行うものとし、当該
協議に際し、当該行為に係る合理的な説明資料を合理的な時期に提供するものとする。

－ 19 －

（別紙１）
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第８条（剰余金の配当）
１．甲及び乙は、次項に定めるものを除き、本契約締結日以降、本効力発生日以前の日を基準日と

する剰余金の配当の決議を行ってはならず、また本効力発生日以前の日を取得日とする自己株
式の取得（適用法令に従い株主の権利行使に応じて自己の株式の取得をしなければならない場
合を除く。）の決議を行ってはならない。

２．前項の規定にかかわらず、甲は、ⅰ平成28年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり10円及び総額4,193,246,950円を限度とし
て、ⅱ平成28年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に
対して、１株当たり10円及び総額4,193,246,950円を限度として剰余金の配当を行うことが
できる。但し、甲及び乙は、別途書面により合意することにより、当該剰余金の配当額を変更
することができる。

第９条（本株式交換に際して交付する新株予約権及びその割当て並びに社債の承継）
１．甲は、本株式交換に際して、基準時において乙が発行する2022年満期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債（平成27年８月３日発行。以下、「乙新株予約権付社債」という。）に付さ
れた別紙１「ミツミ電機株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内
容」記載の新株予約権（以下、「乙新株予約権」という。）の新株予約権者（以下、「乙新株
予約権者」という。）に対して、乙新株予約権に代わり、その有する乙新株予約権の数と同一
の数の甲の新株予約権（別紙２「ミネベア　ミツミ株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債
型新株予約権付社債の内容」記載の甲の新株予約権付社債に付される同別紙の「１．新株予約
権に関する事項」記載の新株予約権をいう。以下、「甲新株予約権」という。）を交付する。

２．甲は、本株式交換に際して、乙新株予約権者に対して、その有する乙新株予約権１個につき、
甲新株予約権１個の割合をもって、甲新株予約権を割り当てる。

３．甲は、本株式交換に際して、基準時における乙新株予約権付社債についての社債に係る債務の
うち、基準時において未償還のもの全てを別紙２「ミネベア　ミツミ株式会社2022年満期ユ
ーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容」の「８．割当方法」記載のとおり承継する。

第10条（自己株式の消却）
　乙は、本効力発生日の前日までに開催される取締役会の決議により、基準時において保有する自己
株式（本株式交換に際して行使される会社法第785条第１項に定める反対株主の株式買取請求に応じ
て取得する自己株式を含む。）の全部を消却するものとする。

－ 20 －

（別紙１）
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第11条（本株式交換の条件変更及び中止）
　本契約締結日以降本効力発生日に至るまでの間において、本株式交換の実行に重大な支障となる事
態が生じ又は明らかとなった場合（公正取引委員会及び外国関連競争当局により排除措置命令等本株
式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含むが、これらに限られない。）その他本契約の目的
の達成が困難となった場合には、甲及び乙は、協議し合意の上、本株式交換の条件その他の本契約の
内容を変更し、又は本株式交換を中止することができる。

第12条（本契約の効力）
　本契約は、ⅰ乙臨時株主総会において本契約の承認が受けられない場合、ⅱ甲において、会社法第
796条第３項の規定により本契約に関して株主総会の承認が必要となったにもかかわらず、甲の株主
総会において本契約の承認が受けられない場合、ⅲ法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関
係官庁等の承認等が得られない場合（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法
律第54号）、米国シャーマン法（Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. §§ １－７）及びその他適用
ある海外の独占禁止法又は競争法に基づき甲が本株式交換に関して行う届出が本効力発生日までに受
理されない場合又は当該届出に係る措置期間が本効力発生日までに終了しない場合を含むが、これら
に限られない。）、並びにⅳ前条に基づき本株式交換が中止された場合には、その効力を失う。

第13条（協議）
　本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠実に協議し、そ
の解決を図るものとする。

（以下余白）

－ 21 －

（別紙１）
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　上記合意の成立を証するため、本書２通を作成し、各当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

平成28年３月30日

甲　長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106－73
ミネベア株式会社
代表取締役　社長執行役員　貝沼　由久　㊞

乙　東京都多摩市鶴牧二丁目11番地２
ミツミ電機株式会社
代表取締役社長　森部　茂　㊞

－ 22 －

（別紙１）
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別紙１

ミツミ電機株式会社　2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容

１．新株予約権に関する事項
⑴　ミツミ電機株式会社（以下、別紙１において、「当社」という。）2022年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社債（当社がBNY Mellon Corporate Trustee Services Limited（以
下、別紙１において、「受託会社」という。）との間で2015年８月３日（ロンドン時間）付
をもって締結する信託証書（以下、別紙１において、「信託証書」という。）に基づき発行す
る2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債をいうものとし、以下、別紙１におい
て、「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分
を「本新株予約権」という。）に付された新株予約権の総数
本社債に付する本新株予約権の数は、本社債の額面金額1,000万円につき１個とし、その総数
は2,000個並びに下記２．⑸に定める本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適
切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券に係る社債部分の額面金額合計額を
1,000万円で除した個数の合計数とする。

⑵　本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が
当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記１．⑶記載の転
換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調
整は行わない。

⑶　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
（イ）各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
（ロ）当初転換価額は、1,220円とする。

－ 23 －

（別紙１）－別紙１
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（ハ）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額
で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算
式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通
株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。

既発行株式数＋
発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

既発行株式数＋発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割若しくは併合、一定の剰余金の配当又は当社普通
株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合
にも適宜調整される。

⑷　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算
の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の
額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

－ 24 －
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⑸　本新株予約権を行使することができる期間
2015年８月17日から2022年７月20日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。但し、①
下記２．⑷（ロ）乃至（ヘ）記載の当社による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京にお
ける３営業日前の日まで（行使請求受付場所現地時間）（但し、下記２．⑷（ハ）において繰
上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、②下記２．⑷（ト）
記載の本新株予約権付社債の保有者（以下、別紙１において、「本新株予約権付社債権者」と
いう。）の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が下記⑼記載の支払・新株予約
権行使請求受付代理人に預託された時まで、③下記２．⑷（チ）記載の本社債の買入消却がな
される場合は、本社債が消却される時まで、また④下記２．⑷（リ）記載の本社債の期限の利
益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年７月20日
（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。
但し、当社の組織再編等（下記２．⑷（ニ）に定義する。）を行うために必要であると当社が
合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する
30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（又は当該暦日が
東京における営業日でない場合は東京における翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、
株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第151条第１項に関連して株主を確定す
るために定められたその他の日（以下、別紙１において、当社の定める基準日と併せて「株主
確定日」と総称する。）の東京における２営業日前（当該株主確定日が東京における営業日で
ない場合は、当該株主確定日の東京における３営業日前）の日（同日を含む。）から当該株主
確定日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における
翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできな
いものとする。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権
の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落に
よる本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正する
ことができる。当社が定款で定める日以外の日を株主確定日として設定する場合、当社は当該
株主確定日の東京における３営業日前までに受託会社及び本新株予約権付社債権者に対して書
面にて、本新株予約権を行使することができない期間を通知するものとする。

－ 25 －
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⑹　その他の本新株予約権の行使の条件
（イ）各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
（ロ）2020年８月３日（但し、同日を除く。）までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半

期の最後の取引日（以下に定義する。）に終了する20連続取引日において、当社普通株式
の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130％を超えた場合（主支払・
新株予約権行使請求受付代理人によって決定され、かかる決定は本新株予約権付社債権者
に通知される。）に限って、翌四半期の初日から末日（但し、2020年７月１日に開始す
る四半期に関しては、2020年８月２日）までの期間において、本新株予約権を行使する
ことができる。但し、本（ロ）記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の
期間は適用されない。
①　ⅰ株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関（以下、別紙１において、「JCR」

という。）による当社の長期発行体格付がBBB－以下である期間、ⅱJCRにより当社
の長期発行体格付がなされなくなった期間、又はⅲJCRによる当社の長期発行体格付
が停止若しくは撤回されている期間

②　当社が、下記２．⑷（ロ）乃至（ヘ）記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以後
の期間（但し、下記２．⑷（ハ）において繰上償還を受けないことが選択された本社
債に係る本新株予約権を除く。）

③　当社が組織再編等を行うにあたり、上記⑸記載のとおり本新株予約権の行使を禁止し
ない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織
再編等に関する通知を行う義務が生じた日から当該組織再編等の効力発生日までの期
間
なお、本（ロ）において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている
日をいい、終値が発表されない日を含まない。

⑺　本新株予約権の行使の効力
下記２．⑼記載の支払・新株予約権行使請求受付代理人の所定の事務所に本新株予約権付社債
券（下記２．⑸に定義する。）及びその他行使請求に必要な書類が預託され、かつ、その他行
使請求に必要な条件が満足された日の午後11時59分（日本時間では翌暦日）に、本新株予約
権の行使の請求があったものとみなされ、本新株予約権の行使の効力が発生する。
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⑻　組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付
（イ）組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等（以下に定義する。）をして、本新株

予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、
かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものと
する。但し、かかる承継及び交付については、ⅰその時点で適用のある日本の法令上実行
可能であり、ⅱそのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、ⅲ
当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な（当社がこれを判断す
る。）費用（租税を含む。）を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提
条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等が生じた日におい
て日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本（イ）に記載の当社の努力
義務は、当社が受託会社に対して下記２．⑷（ニ）⒟記載の証明書を交付する場合には、
適用されない。
別紙１において、「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約
権付社債及び／又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

（ロ）上記（イ）の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす
る。

①　新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予
約権の数と同一の数とする。

②　新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、
下記ⅰ又はⅱに従う。なお、転換価額は上記⑶（ハ）と同様の調整に服する。

ⅰ　合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株
予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において
受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社
等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編
等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当
該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継
会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
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ⅱ　上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権
を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組
織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるよ
うに、転換価額を定める。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該
本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日（場合によりその14日後以内の日）から、上記⑸に定める本
新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥　その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予
約権の行使は、上記⑹（ロ）と同様の制限を受ける。

⑦　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす
る。

⑧　組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱
いを行う。

⑨　その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数に
つき、１株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て、現金による精算は行わない。承
継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

（ハ）当社は、上記（イ）の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に
引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を
付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
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２．本社債に関する事項
⑴　本社債の総額

金200億円並びに下記⑸に定める本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な
証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額。

⑵　各本社債の額面金額
1,000万円とする。なお、最終券面を発行するまで、本新株予約権付社債の総額を表章する大
券１枚が発行される場合は、当該大券が表章する本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額
合計額とする。

⑶　本社債の利息支払の方法及び期限
本社債には利息を付さない。

⑷　償還の方法及び期限
（イ）満期償還

2022年８月３日（償還期限）に本社債の額面金額の100％で償還する。
（ロ）クリーンアップ条項による繰上償還

本（ロ）の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の額面金
額合計額が発行時の本社債の額面総額の10％を下回った場合、当社は、受託会社及び下記
⑼記載の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場合を除く。）
並びに本新株予約権付社債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知（かかる通知
は取り消すことができない。）を行った上で、残存する本社債の全部（一部は不可）をそ
の額面金額の100％で繰上償還することができる。但し、当社が下記（ニ）若しくは（ヘ）
に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記（ホ）ⅰ乃至ⅳに規定される
事由が発生した場合には、以後本（ロ）に従った繰上償還の通知を行うことはできない。

（ハ）税制変更による繰上償還
日本国の税制の変更等により、当社が下記⑺（イ）記載の追加額の支払義務を負う旨及び
当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない旨を受
託会社に了解させた場合には、当社は、受託会社及び下記⑼記載の主支払・新株予約権行
使請求受付代理人（受託会社と同一である場合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者
に対して30日以上60日以内の事前の通知（かかる通知は取り消すことができない。）を
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行った上で、残存する本社債の全部（一部は不可）をその額面金額の100％で繰上償還す
ることができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前
の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存する本社債の額面金額合計
額が発行時の本社債の額面総額の10％以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当
社に対して当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者
の保有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、
当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記⑺（イ）記載の追加額の支払義
務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記７．⑴記載の公租公課を源泉
徴収又は控除した上でなされる。
但し、当社が下記（ニ）若しくは（ヘ）に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場
合又は下記（ホ）ⅰ乃至ⅳに規定される事由が発生した場合には、以後本（ハ）に従った
繰上償還の通知を行うことはできない。

（ニ）組織再編等による繰上償還
組織再編等が発生した場合で、かつ⒜当該時点において適用ある日本の法令に従い（当該
法令に関する公的な又は司法上の解釈を考慮するものとする。）、上記１．⑻（イ）記載
の措置を講ずることができない場合、⒝法律上は上記１．⑻（イ）記載の措置を講ずるこ
とができるものの、当社が最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずること
ができない場合、⒞当該組織再編等に係る株主総会若しくは取締役会における承認の日又
は当該組織再編等の効力発生日の25日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努
力にかかわらず、上記１．⑻（イ）記載の承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取
引所において上場しておらず、かつ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編等の効力
発生日までに行われる旨の確約を日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品市場の運営
組織から得ていない場合、又は、⒟上記株主総会若しくは取締役会における承認日以前に、
当該組織再編等の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所
において上場され若しくはされていることを当社が予想していない（理由を付するものと
する。）旨の当社の代表取締役又は適式に授権を受けた役員（以下、別紙１において、「授
権役員」という。）の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合には、当社は、受託
会社及び下記⑼記載の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場
合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前に通
知（かかる通知は取り消すことができない。）した上で、当該通知において指定する償還
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日（かかる償還日は、原則として当該組織再編等の効力発生日までの日とする。）に、残
存する本社債の全部（一部は不可）を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、本新株予約権付社債の要項に定める一定の方式に従っ
て算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額
面金額の100％とし、最高額は本社債の額面金額の210％とする（但し、償還日が2022
年７月21日以降、2022年８月２日までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100％
とする。）。
「組織再編等」とは、①当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は、取締役会）にお
けるⅰ当社と他の会社の合併（新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場
合を除く。以下同じ。）、ⅱ資産譲渡（当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社
への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相
手先に移転される場合に限る。）、ⅲ会社分割（新設分割及び吸収分割を含むが、本新株
予約権付社債に基づく当社の義務が分割先会社に移転される場合に限る。）又はⅳ株式交
換若しくは株式移転（当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。）の承
認決議の採択、並びに②当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は、取締役会）にお
ける、その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び／又は本新株予約権に
基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議の採択がされる
ことの総称をいう。

（ホ）上場廃止等による繰上償還
ⅰ金融商品取引法に従って、当社以外の者（以下、別紙１において、「公開買付者」とい
う。）により当社普通株式の公開買付けが行われ、ⅱ当社が、金融商品取引法に従って、
当該公開買付けに賛同する意見を表明し、ⅲ当社又は公開買付者が、当該公開買付けによ
る当社普通株式の取得の結果、当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開
買付届出書等で公表又は容認し（但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が上場
を維持するよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ、ⅳ公開買付者が当
該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、受託会社及び下記⑼記載
の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場合を除く。）並びに
本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開買付けに
よる当社普通株式取得日から14日以内に通知（かかる通知は取り消すことができない。）
した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から東京に
おける14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。）に、残存する本社債の

－ 31 －

（別紙１）－別紙１



2016/11/18 15:19:19 / 16261845_ミツミ電機株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

全部（一部は不可）を、上記（ニ）記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償
還金額（その最低額は額面金額の100％とし、最高額は本社債の額面金額の210％とする。
但し、償還日が2022年７月21日以降、2022年８月２日までとなる場合、償還金額は本
社債の額面金額の100％とする。）で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日
の後に組織再編等を行う予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本（ホ）
に記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編等が当該取得日から60日
以内に生じない場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、当該60日間の最終日か
ら14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該通
知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。）に、
残存する本社債の全部（一部は不可）を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
当社が上記（ニ）及び本（ホ）の両方に基づき本社債の償還義務を負うこととなる場合に
は、上記（ニ）の手続が適用されるものとする。

（ヘ）スクイーズアウトによる繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対
価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合又は当社の特別支配株主に
よる当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされ
た場合（以下、別紙１において、「スクイーズアウト事由」という。）、当社は、受託会
社及び下記⑼記載の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場合
を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、
当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定
した償還日（かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得の効
力発生日（以下、別紙１において、「スクイーズアウト効力発生日」という。）より前で、
当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。
但し、当該スクイーズアウト効力発生日が、当該通知の日から東京における14営業日目の
日よりも前である場合には、かかる償還日は当該スクイーズアウト効力発生日よりも前の
日に繰り上げられる。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上記（ニ）記載の
償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額（その最低金額は本社債の額面金額
の100％とし、最高額は本社債の額面金額の210％とする。但し、償還日が2022年７月
21日以降、2022年８月２日までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100％とす
る。）で繰上償還するものとする。
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（ト）本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、2020年８月３日（以下、別紙１において、「本新株予約権
付社債権者の選択による繰上償還日」という。）に、その保有する本社債を額面金額の
100％で繰上償還することを当社に対して請求する権利を有する。この請求権を行使する
ために、本新株予約権付社債権者は、本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還日に
先立つ30日以上60日以内の期間中にその所持する本新株予約権付社債券を所定の様式の
償還通知書とともに下記⑼記載の支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託することを
要する。但し、当社が上記（ロ）乃至（ヘ）に基づく繰上償還の通知を行った場合、本新
株予約権付社債権者の選択による繰上償還日前に当該通知が行われている限り、当該通知
と本（ト）に基づく通知の前後にかかわらず、本（ト）に優先して上記（ロ）乃至（ヘ）
に基づく繰上償還の規定が適用される。

（チ）買入消却
当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、こ
れを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することがで
きる。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権
付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社
債の消却のため当社に交付することができる。

（リ）期限の利益の喪失
信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める
一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当
社に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の
利益を失い、本新株予約権付社債の要項に定めるところにより残存する本社債の全部をそ
の額面金額の100％に経過利息（もしあれば）を付して直ちに償還しなければならない。

⑸　本新株予約権付社債の券面
本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券（別紙１において、「本新株予
約権付社債券」という。）を発行するものとし、本新株予約権付社債券を無記名式とすること
を請求することはできない。

⑹　本社債の担保又は保証
本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
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⑺　特約
（イ）追加支払

本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその他の日本の課税権者により課さ
れる公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定の場合
を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴
収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。

（ロ）担保提供制限
本新株予約権付社債が残存する限り、当社及び当社の主要子会社（本新株予約権付社債の
要項に定義する。以下同じ。）は、①外債（以下に定義する。）に関する支払、②外債に
関する保証に基づく支払又は③外債に関する補償その他これに類する債務に基づく支払を
担保することを目的として、当該外債の保有者のために、当社又は当社の主要子会社の現
在又は将来の財産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も設定
せず、かつこれを存続させないものとする。但し、⒜かかる外債、保証若しくは補償その
他これに類する債務に付された担保と同じ担保を受託会社の満足する形で若しくは本新株
予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認された形で、本新株予約権付社債にも
同時に付す場合又は⒝受託会社が完全な裁量の下に本新株予約権付社債権者にとって著し
く不利益でないと判断するその他の担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付
す場合若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認されたその他の
担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付す場合はこの限りでない。
本（ロ）において、「外債」とは社債、ディベンチャー、ノートその他これに類する期間
１年超の証券のうち、ⅰ外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されて
いる証券又は円貨建でその額面総額の過半が当社若しくは当社の主要子会社により若しく
は当社若しくは当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券であって、
かつⅱ日本国外の金融商品取引所、店頭市場若しくはこれに類するその他の市場で、相場
が形成され、上場され若しくは通常取引されるもの又はそれを予定されているものをいう。

⑻　償還の場所
下記⑼記載の支払・新株予約権行使請求受付代理人又は下記⑽記載の名簿管理人の所定の事務
所において支払う。
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⑼　本新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited
（主支払・新株予約権行使請求受付代理人）

⑽　本新株予約権付社債に係る名簿管理人
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

３．準拠法
英国法

４．発行場所
連合王国ロンドン市

５．上場
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。

６．本新株予約権付社債に係るカストディアン
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited

７．安定操作取引
該当事項なし。
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別紙２

ミネベア　ミツミ株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容

１．新株予約権に関する事項
⑴　ミネベア　ミツミ株式会社（以下、別紙２において、「当社」という。）2022年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約権付社債（以下、別紙２において、「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本新株予約権」という。）に付さ
れた新株予約権の総数
本社債に付する本新株予約権の数は、本社債の額面金額1,000万円につき１個とし、その総数
は2,000個（但し、ミネベア株式会社とミツミ電機株式会社との間で2016年３月30日に締結
された株式交換契約に基づく株式交換（以下、別紙２において、「本株式交換」という。）の
効力が生ずる直前にミツミ電機株式会社以外の者により保有されている残存するミツミ電機株
式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（ミツミ電機株式会社がBNY 
Mellon Corporate Trustee Services Limited（以下、別紙２において、「受託会社」とい
う。）との間で2015年８月３日（ロンドン時間）付をもって締結する信託証書（その後に修
正されるものを含む。以下、別紙２において、「信託証書」という。）に基づき発行する2022
年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債をいうものとし、以下、別紙２において、「承
継前新株予約権付社債」という。）に付された新株予約権の数が2,000個より少ない場合には、
当該少ない個数とする。）並びに下記２．⑸に定める本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は
滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券に係る社債部分の額面金
額合計額を1,000万円で除した個数の合計数とする。

⑵　本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が
当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記１．⑶記載の転
換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調
整は行わない。
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⑶　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
（イ）各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし､ 

当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
（ロ）転換価額は、当初、本株式交換の効力が生ずる直前に有効な承継前新株予約権付社債の転

換価額を0.59で除したことにより算出される額に相当する額（但し、１円未満の端数は切
り上げる。）とする。

（ハ）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額
で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算
式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通
株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。

既発行株式数＋
発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

既発行株式数＋発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割若しくは併合、一定の剰余金の配当又は当社普通
株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合
にも適宜調整される。

⑷　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算
の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の
額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
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⑸　本新株予約権を行使することができる期間
本株式交換の効力が生ずる日から2022年７月20日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。
但し、①下記２．⑷（ロ）乃至（ヘ）記載の当社による本社債の繰上償還の場合は、償還日の
東京における３営業日前の日まで（行使請求受付場所現地時間）（但し、下記２．⑷（ハ）に
おいて繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、②下記２．
⑷（ト）記載の本新株予約権付社債の保有者（以下、別紙２において、「本新株予約権付社債
権者」という。）の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が下記⑼記載の支払・
新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③下記２．⑷（チ）記載の本社債の買入
消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④下記２．⑷（リ）記載の本社債の
期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年
７月20日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。
但し、当社の組織再編等（下記２．⑷（ニ）に定義する。）を行うために必要であると当社が
合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する
30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（又は当該暦日が
東京における営業日でない場合は東京における翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、
株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第151条第１項に関連して株主を確定す
るために定められたその他の日（以下、別紙２において、当社の定める基準日と併せて「株主
確定日」と総称する。）の東京における２営業日前（当該株主確定日が東京における営業日で
ない場合は、当該株主確定日の東京における３営業日前）の日（同日を含む。）から当該株主
確定日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における
翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできな
いものとする。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権
の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落に
よる本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正する
ことができる。当社が定款で定める日以外の日を株主確定日として設定する場合、当社は当該
株主確定日の東京における３営業日前までに受託会社及び本新株予約権付社債権者に対して書
面にて、本新株予約権を行使することができない期間を通知するものとする。

－ 38 －

（別紙１）－別紙２



2016/11/18 15:19:19 / 16261845_ミツミ電機株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

⑹　その他の本新株予約権の行使の条件
（イ）各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
（ロ）2020年８月３日（但し、同日を除く。）までは、本新株予約権付社債権者は、

①　2016年12月31日に終了する四半期に関しては、当該四半期の最後の取引日（承継前新株
予約権付社債の要項に定義する。以下、本①において同じ。）に終了する20連続取引日に
おいて、ミツミ電機株式会社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある承
継前新株予約権付社債の転換価額の130％を超えた場合（主支払・新株予約権行使請求受
付代理人によって決定され、かかる決定は本新株予約権付社債権者に通知される。）

②　2017年３月31日に終了する四半期に関しては、
ｉ　2017年３月17日（同日を含む。）から2017年３月31日（同日を含む。）まで（以下、

本②において、「移行期間」という。）の各取引日（疑義を避けるために明記すると、
本新株予約権付社債の要項に定義するものをいう。以下、本②ｉにおいて同じ。）にお
いて、当社普通株式の終値が、当該四半期の最後の取引日において適用のある本新株予
約権付社債の転換価額の130％を超え（主支払・新株予約権行使請求受付代理人によっ
て決定され、かかる決定は本新株予約権付社債権者に通知される。）、かつ、

ⅱ　2017年３月16日及びそれ以前の期間については、移行期間における取引日（本新株予
約権付社債の要項に定義する。）と合計して20連続取引日（2017年３月17日より前に
ついては承継前新株予約権付社債の要項に定義するものをいい、2017年３月17日以降
（同日を含む。）については本新株予約権付社債の要項に定義するものをいう。）とな
る連続する取引日（承継前新株予約権付社債の要項に定義する。）において、ミツミ電
機株式会社普通株式の終値が、2017年３月16日又はそれ以前の最後の取引日（承継前
新株予約権付社債の要項に定義する。）において適用のある承継前新株予約権付社債の
転換価額の130％を超えた場合（主支払・新株予約権行使請求受付代理人によって決定
され、かかる決定は本新株予約権付社債権者に通知される。）
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③　2017年４月１日以降（同日を含む。）に開始する四半期に関しては、ある四半期の最後
の取引日（疑義を避けるために明記すると、本新株予約権付社債の要項に定義するものを
いう。以下、本③において同じ。）に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終
値が、当該最後の取引日において適用のある本新株予約権付社債の転換価額の130％を超
えた場合（主支払・新株予約権行使請求受付代理人によって決定され、かかる決定は本新
株予約権付社債権者に通知される。）
上記の場合に限って、翌四半期の初日（但し、2017年１月１日に開始する四半期に関し
ては、2017年３月17日）から末日（但し、2020年７月１日に開始する四半期に関して
は、2020年８月２日）までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但
し、本（ロ）記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されな
い。

①　ｉ株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関（以下、別紙２において、「JCR」
という。）による当社の長期発行体格付がBBB－以下である期間、ⅱJCRにより当社の
長期発行体格付がなされなくなった期間、又はⅲJCRによる当社の長期発行体格付が停
止若しくは撤回されている期間

②　当社が、下記２．⑷（ロ）乃至（ヘ）記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以後の
期間（但し、下記２．⑷（ハ）において繰上償還を受けないことが選択された本社債に
係る本新株予約権を除く。）

③　当社が組織再編等を行うにあたり、上記⑸記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しな
い限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編
等に関する通知を行う義務が生じた日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
なお、本（ロ）において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日
をいい、終値が発表されない日を含まない。

⑺　本新株予約権の行使の効力
下記２．⑼記載の支払・新株予約権行使請求受付代理人の所定の事務所に本新株予約権付社債
券（下記２．⑸に定義する。）及びその他行使請求に必要な書類が預託され、かつ、その他行
使請求に必要な条件が満足された日の午後11時59分（日本時間では翌暦日）に、本新株予約
権の行使の請求があったものとみなされ、本新株予約権の行使の効力が発生する。
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⑻　組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付
（イ）組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等（以下に定義する。）をして、本新株

予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、
かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものと
する。但し、かかる承継及び交付については、ⅰその時点で適用のある日本の法令上実行
可能であり、ⅱそのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、ⅲ
当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な（当社がこれを判断す
る。）費用（租税を含む。）を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提
条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等が生じた日におい
て日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本（イ）に記載の当社の努力
義務は、当社が受託会社に対して下記２．⑷（ニ）⒟記載の証明書を交付する場合には、
適用されない。
別紙２において、「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約
権付社債及び／又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

（ロ）上記（イ）の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす
る。

①　新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予
約権の数と同一の数とする。

②　新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、
下記ｉ又はⅱに従う。なお、転換価額は上記⑶（ハ）と同様の調整に服する。

ｉ　合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株
予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において
受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社
等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編
等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当
該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継
会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
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ⅱ　上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権
を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組
織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるよ
うに、転換価額を定める。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該
本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日（場合によりその14日後以内の日）から、上記⑸に定める本
新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥　その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予
約権の行使は、上記⑹（ロ）と同様の制限を受ける。

⑦　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす
る。

⑧　組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱
いを行う。

⑨　その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数に
つき、１株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て、現金による精算は行わない。承
継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

（ハ）当社は、上記（イ）の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に
引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を
付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
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２．本社債に関する事項
⑴　本社債の総額

承継前新株予約権付社債についての社債に係る債務当初金200億円のうち、本株式交換の効力
が生じる直前において未償還の金額並びに下記⑸に定める本新株予約権付社債券の紛失、盗難
又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券に係る社債部分の額
面金額合計額を合計した額

⑵　各本社債の額面金額
1,000万円とする。なお、最終券面を発行するまで、本新株予約権付社債の総額を表章する大
券１枚が発行される場合は、当該大券が表章する本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額
合計額とする。

⑶　本社債の利息支払の方法及び期限
本社債には利息を付さない。

⑷　償還の方法及び期限
（イ）満期償還

2022年８月３日（償還期限）に本社債の額面金額の100％で償還する。
（ロ）クリーンアップ条項による繰上償還

本（ロ）の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の額面金
額合計額が発行時の本社債の額面総額の10％を下回った場合、当社は、受託会社及び下記
⑼記載の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場合を除く。）
並びに本新株予約権付社債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知（かかる通知
は取り消すことができない。）を行った上で、残存する本社債の全部（一部は不可）をそ
の額面金額の100％で繰上償還することができる。但し、当社が下記（ニ）若しくは（ヘ）
に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記（ホ）ｉ乃至ⅳに規定される
事由が発生した場合には、以後本（ロ）に従った繰上償還の通知を行うことはできない。

（ハ）税制変更による繰上償還
日本国の税制の変更等により、当社が下記⑺（イ）記載の追加額の支払義務を負う旨及び
当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない旨を受
託会社に了解させた場合には、当社は、受託会社及び下記⑼記載の主支払・新株予約権行
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使請求受付代理人（受託会社と同一である場合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者
に対して30日以上60日以内の事前の通知（かかる通知は取り消すことができない。）を
行った上で、残存する本社債の全部（一部は不可）をその額面金額の100％で繰上償還す
ることができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前
の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存する本社債の額面金額合計
額が発行時の本社債の額面総額の10％以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当
社に対して当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者
の保有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、
当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記⑺（イ）記載の追加額の支払義
務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記７．⑴記載の公租公課を源泉
徴収又は控除した上でなされる。
但し、当社が下記（ニ）若しくは（ヘ）に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場
合又は下記（ホ）ｉ乃至ⅳに規定される事由が発生した場合には、以後本（ハ）に従った
繰上償還の通知を行うことはできない。

（ニ）組織再編等による繰上償還
組織再編等が発生した場合で、かつ⒜当該時点において適用ある日本の法令に従い（当該
法令に関する公的な又は司法上の解釈を考慮するものとする。）、上記１．⑻（イ）記載
の措置を講ずることができない場合、⒝法律上は上記１．⑻（イ）記載の措置を講ずるこ
とができるものの、当社が最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずること
ができない場合、⒞当該組織再編等に係る株主総会若しくは取締役会における承認の日又
は当該組織再編等の効力発生日の25日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努
力にかかわらず、上記１．⑻（イ）記載の承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取
引所において上場しておらず、かつ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編等の効力
発生日までに行われる旨の確約を日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品市場の運営
組織から得ていない場合、又は、⒟上記株主総会若しくは取締役会における承認日以前に、
当該組織再編等の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所
において上場され若しくはされていることを当社が予想していない（理由を付するものと
する。）旨の当社の代表取締役又は適式に授権を受けた役員（以下、別紙２において、「授
権役員」という。）の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合には、当社は、受託
会社及び下記⑼記載の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場
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合を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前に通
知（かかる通知は取り消すことができない。）した上で、当該通知において指定する償還
日（かかる償還日は、原則として当該組織再編等の効力発生日までの日とする。）に、残
存する本社債の全部（一部は不可）を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、本新株予約権付社債の要項に定める一定の方式に従っ
て算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額
面金額の100％とし、最高額は本社債の額面金額の210％とする（但し、償還日が2022
年７月21日以降、2022年８月２日までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100％
とする。）。
「組織再編等」とは、①当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は、取締役会）にお
けるｉ当社と他の会社の合併（新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場
合を除く。以下同じ。）、ⅱ資産譲渡（当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社
への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相
手先に移転される場合に限る。）、ⅲ会社分割（新設分割及び吸収分割を含むが、本新株
予約権付社債に基づく当社の義務が分割先会社に移転される場合に限る。）又はⅳ株式交
換若しくは株式移転（当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。）の承
認決議の採択、並びに②当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は、取締役会）にお
ける、その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び／又は本新株予約権に
基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議の採択がされる
ことの総称をいう。

（ホ）上場廃止等による繰上償還
ｉ金融商品取引法に従って、当社以外の者（以下、別紙２において、「公開買付者」とい
う。）により当社普通株式の公開買付けが行われ、ⅱ当社が、金融商品取引法に従って、
当該公開買付けに賛同する意見を表明し、ⅲ当社又は公開買付者が、当該公開買付けによ
る当社普通株式の取得の結果、当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開
買付届出書等で公表又は容認し（但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が上場
を維持するよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ、ⅳ公開買付者が当
該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、受託会社及び下記⑼記載
の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場合を除く。）並びに
本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開買付けに
よる当社普通株式取得日から14日以内に通知（かかる通知は取り消すことができない。）
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した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から東京に
おける14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。）に、残存する本社債の
全部（一部は不可）を、上記（ニ）記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償
還金額（その最低額は額面金額の100％とし、最高額は本社債の額面金額の210％とする。
但し、償還日が2022年７月21日以降、2022年８月２日までとなる場合、償還金額は本
社債の額面金額の100％とする。）で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日
の後に組織再編等を行う予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本（ホ）
に記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編等が当該取得日から60日
以内に生じない場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、当該60日間の最終日か
ら14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該通
知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。）に、
残存する本社債の全部（一部は不可）を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
当社が上記（ニ）及び本（ホ）の両方に基づき本社債の償還義務を負うこととなる場合に
は、上記（ニ）の手続が適用されるものとする。

（ヘ）スクイーズアウトによる繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対
価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合又は当社の特別支配株主に
よる当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされ
た場合（以下、別紙２において、「スクイーズアウト事由」という。）、当社は、受託会
社及び下記⑼記載の主支払・新株予約権行使請求受付代理人（受託会社と同一である場合
を除く。）並びに本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、
当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定
した償還日（かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得の効
力発生日（以下、別紙２において、「スクイーズアウト効力発生日」という。）より前で、
当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。
但し、当該スクイーズアウト効力発生日が、当該通知の日から東京における14営業日目の
日よりも前である場合には、かかる償還日は当該スクイーズアウト効力発生日よりも前の
日に繰り上げられる。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上記（ニ）記載の
償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額（その最低金額は本社債の額面金額
の100％とし、最高額は本社債の額面金額の210％とする。但し、償還日が2022年７月
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21日以降、2022年８月２日までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100％とす
る。）で繰上償還するものとする。

（ト）本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、2020年８月３日（以下、別紙２において、「本新株予約権
付社債権者の選択による繰上償還日」という。）に、その保有する本社債を額面金額の
100％で繰上償還することを当社に対して請求する権利を有する。この請求権を行使する
ために、本新株予約権付社債権者は、本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還日に
先立つ30日以上60日以内の期間中にその所持する本新株予約権付社債券を所定の様式の
償還通知書とともに下記⑼記載の支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託することを
要する。但し、当社が上記（ロ）乃至（ヘ）に基づく繰上償還の通知を行った場合、本新
株予約権付社債権者の選択による繰上償還日前に当該通知が行われている限り、当該通知
と本（ト）に基づく通知の前後にかかわらず、本（ト）に優先して上記（ロ）乃至（ヘ）
に基づく繰上償還の規定が適用される。

（チ）買入消却
当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、こ
れを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することがで
きる。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権
付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社
債の消却のため当社に交付することができる。

（リ）期限の利益の喪失
信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める
一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当
社に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の
利益を失い、本新株予約権付社債の要項に定めるところにより残存する本社債の全部をそ
の額面金額の100％に経過利息（もしあれば）を付して直ちに償還しなければならない。

⑸　本新株予約権付社債の券面
本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券（別紙２において、「本新株予
約権付社債券」という。）を発行するものとし、本新株予約権付社債券を無記名式とすること
を請求することはできない。

－ 47 －

（別紙１）－別紙２



2016/11/18 15:19:19 / 16261845_ミツミ電機株式会社_臨時招集通知（Ｃ）

⑹　本社債の担保又は保証
本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。

⑺　特約
（イ）追加支払

本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその他の日本の課税権者により課さ
れる公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定の場合
を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴
収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。

（ロ）担保提供制限
本新株予約権付社債が残存する限り、当社及び当社の主要子会社（本新株予約権付社債の
要項に定義する。以下同じ。）は、①外債（以下に定義する。）に関する支払、②外債に
関する保証に基づく支払又は③外債に関する補償その他これに類する債務に基づく支払を
担保することを目的として、当該外債の保有者のために、当社又は当社の主要子会社の現
在又は将来の財産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も設定
せず、かつこれを存続させないものとする。但し、⒜かかる外債、保証若しくは補償その
他これに類する債務に付された担保と同じ担保を受託会社の満足する形で若しくは本新株
予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認された形で、本新株予約権付社債にも
同時に付す場合又は⒝受託会社が完全な裁量の下に本新株予約権付社債権者にとって著し
く不利益でないと判断するその他の担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付
す場合若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認されたその他の
担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも同時に付す場合はこの限りでない。
本（ロ）において、「外債」とは社債、ディベンチャー、ノートその他これに類する期間
１年超の証券のうち、ｉ外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されて
いる証券又は円貨建でその額面総額の過半が当社若しくは当社の主要子会社により若しく
は当社若しくは当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券であって、
かつⅱ日本国外の金融商品取引所、店頭市場若しくはこれに類するその他の市場で、相場
が形成され、上場され若しくは通常取引されるもの又はそれを予定されているものをいう。
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⑻　償還の場所
下記⑼記載の支払・新株予約権行使請求受付代理人又は下記⑽記載の名簿管理人の所定の事務
所において支払う。

⑼　本新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited
（主支払・新株予約権行使請求受付代理人）

⑽　本新株予約権付社債に係る名簿管理人
The Bank of New York Mellon(Luxembourg)S.A.

３．準拠法
英国法

４．発行場所
連合王国ロンドン市

５．上場
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。

６．本新株予約権付社債に係るカストディアン
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited

７．安定操作取引
該当事項なし。

８．割当方法
本株式交換の効力が生ずる直前にミツミ電機株式会社以外の者により保有されている残存する承
継前新株予約権付社債の社債権者に対して、その保有する承継前新株予約権付社債に係る社債金
額と同額の社債金額となる本社債を割り当てる。
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【別添２】
株式交換契約に関する覚書

ミネベア株式会社（以下、「甲」という。）及びミツミ電機株式会社（以下、「乙」という。）
は、甲及び乙の間で締結した平成28年3月30日付株式交換契約（以下、「原契約」という。）につい
て、以下のとおり覚書（以下、「本覚書」という。）を締結する。なお、本覚書における用語の定義
は、本覚書に定めのある場合を除き、原契約の定めに従うものとする。
第1条（本効力発生日の変更）

甲及び乙は、原契約第5条但書の規定に基づき、本効力発生日を平成29年1月27日に変更すること
に合意する。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び
乙は協議し合意の上、これを変更することができる。

第2条（原契約別紙2の変更）
甲及び乙は、原契約別紙2の1.(6)（ロ）を、本覚書別紙のとおりに変更することに合意する。

第3条（規定外事項）
本覚書に定めのない事項については、原契約の定めに従うものとする。

上記合意の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年10月12日

甲　長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73
ミネベア株式会社
代表取締役 社長執行役員　貝沼　由久　㊞

乙　東京都多摩市鶴牧二丁目11番地2
ミツミ電機株式会社
代表取締役社長　森部　茂　㊞
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別紙
　原契約別紙2の1.(6)（ロ）を、下記のとおり変更する。
「（ロ）2020年8月3日（但し、同日を除く。）までは、本新株予約権付社債権者は、

①2016年12月31日に終了する四半期に関しては、当該四半期の最後の取引日（承継前新株予
約権付社債の要項に定義する。以下、本①において同じ。）に終了する20連続取引日におい
て、ミツミ電機株式会社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある承継前新
株予約権付社債の転換価額の130%を超えた場合（主支払・新株予約権行使請求受付代理人に
よって決定され、かかる決定は本新株予約権付社債権者に通知される。）

②2017年1月1日以降（同日を含む。）に開始する四半期に関しては、ある四半期の最後の取引
日（疑義を避けるために明記すると、本新株予約権付社債の要項に定義するものをいう。以
下、本②において同じ。）に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該
最後の取引日において適用のある本新株予約権付社債の転換価額の130%を超えた場合（主支
払・新株予約権行使請求受付代理人によって決定され、かかる決定は本新株予約権付社債権
者に通知される。）

上記の場合に限って、翌四半期の初日（但し、2017年1月1日に開始する四半期に関しては、
2017年1月27日（又はミネベア株式会社及びミツミ電機株式会社が別途合意する日））から
末日（但し、2020年7月1日に開始する四半期に関しては、2020年8月2日）までの期間にお
いて、本新株予約権を行使することができる。但し、本（ロ）記載の本新株予約権の行使の条
件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
①(i)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関（以下、別紙2において、「JCR」と
いう。）による当社の長期発行体格付がBBB－以下である期間、(ii)JCRにより当社の長期発行
体格付がなされなくなった期間、又は(iii)JCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤
回されている期間
②当社が、下記2.(4)（ロ）乃至（ヘ）記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間
（但し、下記2.(4)（ハ）において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株
予約権を除く。）
③当社が組織再編等を行うにあたり、上記(5)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない
限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関す
る通知を行う義務が生じた日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
なお、本（ロ）において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をい
い、終値が発表されない日を含まない。」
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ミツミ電機株式会社

株主総会会場ご案内略図

京王プラザホテル多摩　３階　白鳳の間

(京王線､小田急線､多摩モノレール｢多摩センター駅｣下車徒歩３分)
東京都多摩市落合一丁目43番地
電　話（042）374-0111（代表）

ココリア
（三越）

朝日生命

警察署

唐木田→

橋本→←京王線　調布

←小田急線　新百合ヶ丘

イトーヨーカドー

パルテノン多摩

多摩センター駅

会場
京王プラザ
ホテル多摩

多摩センター駅 多摩モノレール
立川
↓

ピューロランド

歩行者用道路

会場には駐車場の用意がございませんので、予めご了承ください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図




